
 リ ブ レ ネ ッ ト い か が で し ょ う ！     

  個 人 の み な さ ま へ の ご 入 会 の お す す め 

かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ弁護士弁護士弁護士弁護士としてとしてとしてとして、、、、社会問題社会問題社会問題社会問題にかかわるきっかけとしてにかかわるきっかけとしてにかかわるきっかけとしてにかかわるきっかけとして 

普通普通普通普通のののの市民市民市民市民にはにはにはには、、、、法律法律法律法律はははは縁遠縁遠縁遠縁遠いものいものいものいもの、、、、紛争紛争紛争紛争にはにはにはには関関関関わりたくないとおわりたくないとおわりたくないとおわりたくないとお考考考考えのえのえのえの方方方方はははは多多多多いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。しかしかしかしか

しししし、、、、実際実際実際実際にはにはにはには、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、法律法律法律法律というというというという決決決決まりのまりのまりのまりの中中中中でででで生活生活生活生活していますしていますしていますしています。。。。いざというときにはいざというときにはいざというときにはいざというときには、、、、避避避避けてけてけてけて通通通通るるるる

ことはできませんことはできませんことはできませんことはできません。。。。生兵法生兵法生兵法生兵法ははははけがのけがのけがのけがの元元元元もとともとともとともとと言言言言いますいますいますいます。。。。こじれるこじれるこじれるこじれる前前前前にににに解決策解決策解決策解決策をををを知知知知っておくっておくっておくっておく、、、、必要必要必要必要ならばならばならばならば

いちいちいちいち早早早早くくくく対応対応対応対応をををを依頼依頼依頼依頼することはすることはすることはすることは、、、、予防予防予防予防としてもとしてもとしてもとしても解決解決解決解決としてもとしてもとしてもとしても、、、、ベターベターベターベターであることはであることはであることはであることは間違間違間違間違いいいいありませんありませんありませんありません。。。。

そのためにそのためにそのためにそのために、、、、かかりつけのかかりつけのかかりつけのかかりつけの医者医者医者医者ならぬならぬならぬならぬ、、、、かかりつけのかかりつけのかかりつけのかかりつけの弁護士弁護士弁護士弁護士としてとしてとしてとして活用活用活用活用できるできるできるできるネットワークネットワークネットワークネットワークとしてとしてとしてとして、、、、まままま

たたたた、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士やややや加入会員加入会員加入会員加入会員のののの持持持持つつつつ問題意識問題意識問題意識問題意識とととと知識知識知識知識・・・・ノウハウノウハウノウハウノウハウのののの情報情報情報情報をををを得得得得ることによりることによりることによりることにより、、、、最新最新最新最新のののの社会問題社会問題社会問題社会問題にににに関関関関

わってゆくわってゆくわってゆくわってゆく、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、取取取取りりりり組組組組んでゆくんでゆくんでゆくんでゆく、、、、そのためのきっかけそのためのきっかけそのためのきっかけそのためのきっかけにしていただければとのにしていただければとのにしていただければとのにしていただければとの思思思思いでいでいでいで、、、、リブレリブレリブレリブレ

ネットネットネットネットをををを始始始始めめめめることにしることにしることにしることにしましたましたましたました。。。。ぜひぜひぜひぜひ、、、、ごごごご入会入会入会入会をしていただくようおをしていただくようおをしていただくようおをしていただくようお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

リ ブ レ ネ ッ トリ ブ レ ネ ッ トリ ブ レ ネ ッ トリ ブ レ ネ ッ ト のののの 趣 旨趣 旨趣 旨趣 旨 とととと 目 的目 的目 的目 的    

弁護士法人弁護士法人弁護士法人弁護士法人リブレリブレリブレリブレののののコンセプトコンセプトコンセプトコンセプト（ホームページホームページホームページホームページhttp://libre-law.jp/もご参照ください）に賛同していただ

ける個人、各種士業などの専門家、団体ないし法人も含めたサポーター会員を募り、法律事務所と会員と

の日常的コミュニケーションを通じた情報の提供と会員相互の活動の援助に役立つネットワークとし、災

害の被災地（震災、台風、過酷事故）支援のネットワークとしても発展させてゆきます。会の運営は、会

費と寄付により、世話人と事務局が行います。 

弁 護 士 法 人弁 護 士 法 人弁 護 士 法 人弁 護 士 法 人 リ ブ レリ ブ レリ ブ レリ ブ レ のののの コ ン セ プ トコ ン セ プ トコ ン セ プ トコ ン セ プ ト とととと ポ リ シ ーポ リ シ ーポ リ シ ーポ リ シ ー    

すべての人の幸せのために  当法人は、愛知県全域において、通常の弁護士では扱っていない専門分野も含めた法的サービス

の提供と憲法と平和・人権を擁護する様々な社会活動に取り組み、市民に信頼される法律事務所を目指して、２００５年に設立

しました。「「「「リブレリブレリブレリブレ」」」」とはとはとはとはスペインスペインスペインスペイン語語語語でででで自由自由自由自由というというというという意味意味意味意味ですですですです。。。。弁護士法第１条は、弁護士の使命として、基本的人権の擁護と社

会正義の実現を掲げています。基本的人権の核心は「自由」すなわち自己実現による幸福の追求にあります（憲法１３条「幸福

追求権」）。そして、正義とは、すべての人の幸せをめざすことであり、そうした社会の実現であると考えます。憲法（９条や２

５条など）をはじめ、すべての法律はこのためにあると言って過言ではありません。当法人は、人々の命と暮らしや平和が守ら

れる、せめて不幸にはならない、そのために法律を役立てるお手伝いと活動をしてゆきたいと考えています。具体的には、格差

是正のための雇用問題雇用問題雇用問題雇用問題やややや貧困問題貧困問題貧困問題貧困問題、高齢化社会での福祉福祉福祉福祉やややや介護問題介護問題介護問題介護問題、こどもの人権をはじめとする教育問題教育問題教育問題教育問題、地球温暖化や脱原

発などの環境問題環境問題環境問題環境問題、戦争や核兵器廃絶など平和問題平和問題平和問題平和問題、デフレ経済脱却のための財政財政財政財政とととと税制度税制度税制度税制度、、、、農業農業農業農業やややや中小企業支援中小企業支援中小企業支援中小企業支援などについて、

日常的に市民と連携するネットワーク（（（（リブレネットリブレネットリブレネットリブレネット））））を構築し、併せて、弁護士、医師、建築士、税理士、土地家屋調査士、

協力事業主・法人などによる「「「「災害災害災害災害レスキューレスキューレスキューレスキュー相談隊相談隊相談隊相談隊（（（（仮称仮称仮称仮称））））」」」」結成結成結成結成にも取り組んでゆきたいと考えています。 

普通であり、普通でない弁護士事務所 

普通の弁護士同様、刑事事件、借金やクレジット問題、離婚、相続、境界問題、貸金や請負代金の未払などの事件は普通に扱

っています。普通普通普通普通でないでないでないでない第一第一第一第一はははは、名古屋・尾張地区、知多地区、三河地区の4カ所に事務所があるのは愛知県唯一であり、広域

の法的サービスが可能です。普通普通普通普通でないでないでないでない第二第二第二第二はははは、専門事件です。たとえば、医療事故、後遺症認定など医療知識が必要となる交

通事故、解雇や残業などの労働問題、欠陥住宅やリフォームトラブル、闇金や暴力団対策、詐欺商法や投資トラブル（株、先物）、

児童虐待、精神医療など、多分野にわたって扱っており、各弁護士はそれぞれの分野でのリーダー的役割を担う高いレベルの実

績を持っています。今後は、リブレネットを通じて、愛知県外も含めた提携弁護士や士業専門分野のネットワーク化を指向し、

普通も普通でないもより進化させてゆきたいと考えています。  

納得という心のケアをも含めた満足度の高い仕事をめざしています。 

紛争というのは、いわば喧嘩です。しかし、私たちは勝てばよいという考えには与しません。紛争を解きほぐして、双方の納

得が得られる円満解決をめざしています。そのためには、不正義は正さなければならないこともあります。しかし、譲り合うこ

とが必要なこともあります。幸福を願わない人はいません。双方が幸福になれるのが最善でしょう。それは、双方にとって、心

の問題としての納得あるいは満足にあると考えます。私たちはそのための知識とノウハウを提供します。 

    

    



入会方法入会方法入会方法入会方法とととと退会退会退会退会    

    申込書とともに年会費（（（（発足発足発足発足からからからから２０１２２０１２２０１２２０１２年末年末年末年末までまでまでまで））））を納入していただくと、弁護士法人弁護士法人弁護士法人弁護士法人のののの承認承認承認承認をををを条件条件条件条件と

して会員となります。２０１３年更新後はいつでも退会できます（会費は月割返金）。１年間会費納入が

ない場合や弁護士法人が承認を取消した場合も退会となります。 

会会会会                費費費費            ◎◎◎◎個人会員個人会員個人会員個人会員－－－－年年年年１２００１２００１２００１２００円円円円（（（（月割月割月割月割なしなしなしなし、、、、リブレリブレリブレリブレのののの会会会会のののの方方方方はははは半額半額半額半額）    

                                    ◎士業会員・ＮＰＯ会員－年４８００円  ◎事業主会員・法人会員－年１万２０００円    

会員会員会員会員のののの特典特典特典特典（弁護士法人の提供によるもので、法人の事情により変更されることがあります。） 

◎◎◎◎個人会員個人会員個人会員個人会員                            年年年年１１１１回回回回面談３０分相談無料    

◎◎◎◎士業会員士業会員士業会員士業会員・・・・ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ会員会員会員会員    年年年年２２２２回回回回紹介の方面談６０分相談無料  

◎◎◎◎事業主事業主事業主事業主・・・・法人会員法人会員法人会員法人会員            年年年年３３３３回回回回面談・電話（６０分）・FAX・メール（回答２千字以内）相談無料 

リブレネットリブレネットリブレネットリブレネット規約規約規約規約    

第第第第１１１１条条条条    目的目的目的目的とととと構成員及構成員及構成員及構成員及びびびび名称名称名称名称 弁護士法人リブレ（以下当法人という）のコンセプトに賛同する個人・団体・事業主・法人により構成し、当法人と
会員との日常的コミュニケーションを通じて、情報の提供と会員相互の活動の援助に役立つネットワークをめざし、「リブレネット」と称する。 

第第第第２２２２条条条条    入会方法入会方法入会方法入会方法とととと会費会費会費会費    申込書（会則記載）と共に年会費（発足～２０１２年末、個人会員以外の途中入会は月割）を納入し、弁護士法人の承認を
条件として会員となる。年会費は、個人会員は年１２００円、ＮＰＯ会員と士業会員（弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、
社会保険労務士など）は年４８００円、事業主と法人会員は年１万２０００円とする。 

第第第第３３３３条条条条    更新更新更新更新とととと脱退脱退脱退脱退    年会費を入金した場合に更新される。会員は更新後はいつでも脱退することができる（会費は月割返金）。１年以上会費納入のな
い場合及び弁護士法人が入会の承認を取消した場合は退会となる。 

第第第第４４４４条条条条    組織及組織及組織及組織及びびびび運営運営運営運営        会長及会長及会長及会長及びびびび世話人世話人世話人世話人をををを５５５５名程度置名程度置名程度置名程度置きききき、、、、事務局事務局事務局事務局をををを各事務所各事務所各事務所各事務所１１１１名以上配置名以上配置名以上配置名以上配置するするするする。。。。法人は担当弁護士を設置して協力する。 
第第第第５５５５条条条条    事業等事業等事業等事業等    ①総会、世話人会の開催、②記念講演、懇親会、ゴルフコンペ、旅行、テーマ別学習会などの行事を適宜開催、③リブレ通信年２回

発行（弁護士や会員の活動記事、会員のイベント紹介、投稿、名刺広告など）④士業会員の紹介、⑤NPOや法人の会員への紹介 
第第第第６６６６条条条条    日常活動日常活動日常活動日常活動    弁護士法人内弁護士法人内弁護士法人内弁護士法人内にににに事務局事務局事務局事務局をををを置置置置きききき、、、、法人法人法人法人とととと協力協力協力協力してしてしてして以下以下以下以下のことをのことをのことをのことを行行行行うううう。。。。①広く市民・ＮＰＯ団体・事業主・法人に入会案内をする。②

東海３県の弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、建築士、医師など専門家に入会による提携を呼びかける。
③入会受付と会員の情報の管理を行う。④行事の案内及び実施をする。⑤リブレ通信の作成、送付をする。 

第第第第７７７７条条条条    財政財政財政財政    会費ないし寄付により運営し、事務局は年１回会計報告をする。 
 

                   〒444-0875 愛知県岡崎市竜美西２丁目１番地１２ やすらぎビル２階  

弁護士法人リブレ岡崎事務所内リブレネット事務局 

入会申込入会申込入会申込入会申込みみみみ、、、、おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先          ℡℡℡℡０５６４０５６４０５６４０５６４－－－－５４５４５４５４－－－－２２７３２２７３２２７３２２７３    faxfaxfaxfax０５６４０５６４０５６４０５６４－－－－５４５４５４５４－－－－２２７４２２７４２２７４２２７４ 

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目6番41号 Ｌｉｖビル6階 

弁護士法人リブレ名古屋事務所内リブレネット事務局 

℡℡℡℡０５２０５２０５２０５２－－－－９５３９５３９５３９５３－－－－７８８５７８８５７８８５７８８５    faxfaxfaxfax０５２０５２０５２０５２－－－－９５３９５３９５３９５３－－－－７８８４７８８４７８８４７８８４    

会費送金先会費送金先会費送金先会費送金先－－－－ゆうちょゆうちょゆうちょゆうちょ銀行銀行銀行銀行    記号記号記号記号１２１１０１２１１０１２１１０１２１１０番号番号番号番号４４９７２１１１４４９７２１１１４４９７２１１１４４９７２１１１イトウケンイチイトウケンイチイトウケンイチイトウケンイチ（事務局長） 

 

                    切り取り線                             

リリリリ    ブブブブ    レレレレ    ネネネネ    ッッッッ    トトトト    入入入入    会会会会    申申申申    込込込込    書書書書        ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ（（（（０５６４０５６４０５６４０５６４－－－－５４５４５４５４－－－－２２７４２２７４２２７４２２７４））））・・・・メールメールメールメール（（（（libre@h2.dion.ne.jplibre@h2.dion.ne.jplibre@h2.dion.ne.jplibre@h2.dion.ne.jp））））可可可可    

リブレネット規約を承諾し、入会を申し込みます。   会員№   

フリガナ    会員区分 

氏       名   １．個人 ２．NPO  

（団体名・法人名称） 
  

担当   ３．士業 ４．事業主・法人 

住所                      リブレネットからの 希望する 

〒 郵便物のご送付 希望しない 

リブレネットからの 希望する 
  

E メールでのご案内 希望しない 

電   話   FAX   

E-mail   

入会日 平成   年   月   日 年会費  月割    か月           円 

ご意見・ご要望欄 


